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   上山市チャレンジショップ実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、若者・子育て世代などの創業しやすい環境づくりを図り、もって

本市における賑わいの創出及び地域の活性化に資するため、一定期間事業を営むため

の施設を貸し付ける事業（以下「チャレンジショップ事業」という。）を実施するこ

とに関し必要な事項を定めるものとする。 

（事業の内容、施設、賃借料等） 

第２条 チャレンジショップ事業は、上山市公有財産の取得、管理及び処分に関する規

則（昭和５８年条例第２９号。以下「規則」という。）に基づく普通財産として施設

を貸し付けるものとする。  

２ チャレンジショップの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

上山市チャレンジショップ 上山市沢丁２‐２０ 

３ 施設概要は、次のとおりとする。 

名称 設置年度 貸付料(１日) 面積 

トレーラーハウス 令和６年度 ７０８円 １７㎡ 

農産物等直売所 令和６年度 １２０円 ３㎡ 

４ 規則第２３条の規定に基づき前項の貸付料に１００分の１１０を乗じて得た額 

（１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）上非課税に該当する場合は１００分の１１０を乗じ

ない額とする。 

５ 前項の貸付料は、規則第２３条第３項の規定に基づき、市長が発行する納入通知書

により、指定する期日まで納付しなければならない。 

（利用時間) 

第３条 トレーラーハウス及び農産物等直売所（以下「貸付施設」という。）の利用時

間（搬入等の準備、片付け等の時間を含む。）及び休業日は、次のとおりとする。た

だし、市長が特に必要と認めるときは、貸付施設における活動に応じて利用時間を短

縮し、又は休業日を設けることができる。 

（１） 利用時間  午前９時から午後９時まで 



（２） 休業日   チャレンジショップ事業者が任意で設定できるものとする。 

（利用対象者) 

第４条 貸付施設の利用対象となる者は、満１８歳以上の個人、団体又は法人であっ

て、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 本市で起業を目指す者 

（２） 日当たり４時間以上営業する者 

（３） 自主性をもって事業施設の運営を行うことができる者 

（４） 地域の活動に意欲的に参加し、協調性のある者 

（５） 事業施設を営むために必要な許認可が取得できる者（当該許認可が必要な業種

で事業を行う場合に限る。) 

（６） 貸付施設の利用後、本市で引き続き本格的に開業をする意思のある者 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びにこれらの

者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない者 

（８） 前各号に掲げるもののほか市長が不適当と認める者でない者 

（対象業種) 

第５条 チャレンジショップ事業の対象となる業種（以下「対象業種」という。）は、

日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に規定する小売業又はサービ

ス業とする。ただし、次に掲げるものについては、対象業種としない。 

（１） 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼすおそれがあるもの 

（２） 火気を使用するもの（キッチンカーは除く。） 

（３） 政治、宗教に関係するもの 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定するもの、又はこれに類する業種 

（５） 関係法令で許可を得ないもの 

（６） 公序良俗に反すると判断されるもの 

（７） その他市長が不適当と認めるもの 

（借受申込) 

第６条 貸付施設を利用しようとする者（以下「申込者」という。）は、次に掲げる書

類を市長に提出し申し込まなければならない。 

（１） 上山市チャレンジショップ貸付申請書（様式第１号） 

（２） 市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは調

査を行ったうえ、チャレンジショップ事業を利用する者を決定し、チャレンジショッ

プ出店者貸付承認通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の決定に際し、チャレンジショップ事業の目的を達成するために必要

な条件を付することができる。 



（貸付期間) 

第７条 施設の貸付期間は、連続して１か月以内とする。ただし、市長が必要と認める

ときは、この限りでない。 

 （事業の中止) 

第８条 チャレンジショップ事業者は、利用内容を変更し、又は中止する場合は、当該

変更又は中止をしようとする３日前までに、商工課まで連絡しなければならない。 

（事業収益の取扱い) 

第９条 チャレンジショップの運営により発生した収益及び損失は、当該チャレンジシ

ョップ事業者に帰属するものとする。 

（損壊等の届出) 

第１０条 チャレンジショップ事業者は、事業施設、附属の設備又は器具類を損壊又は

汚損（以下「損壊等」という。）をしたときは、直ちに市長に報告しなければならな

い。 

（損害賠償) 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、チャレンジショップ事業者

に対し損害賠償を請求することができる。 

（１） チャレンジショップ事業者が故意に事業施設等を損壊等させたとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか損害賠償の請求が相当であると市長が認めるとき。 

（原状回復) 

第１２条 チャレンジショップ事業者は、事業施設の利用期間が満了する日までにチャ

レンジショップを原状に回復しなければならない。 

２ 市長は前項の原状回復がされた後、速やかに事業施設の状況に損壊等がないか確認

し、チャレンジショップ事業者に報告するものとする。 

（市の責任) 

第１３条 市は、事業施設の利用により、チャレンジショップ事業者が被った損害又は

チャレンジショップ事業者が第三者に与えた損害に対しては、一切の責任を負わな

い。 

（実績報告) 

第１４条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約を満了（中止の承

認を受けたときを含む。）したときは、その満了した日から起算して１５日を経過し

た日までに、チャレンジショップ事業実績報告書（様式第３号）に関係書類を添えて

市長に報告しなければならない。 

（利用終了後の努力義務) 

第１５条 チャレンジショップ事業者は、事業施設の利用終了後、その成果につい

て、今後の事業に活かし、本市において新たに開業することができるよう努めなけれ

ばならない。 

 （遵守事項） 



第１６条 利用者は、規則第２６条の規定に基づき次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

（１） 利用期間中は利用者の責任において、市の備品を適切に管理すること。 

（２） 利用者は権利を譲渡し、又は転貸しないこと。 

（３） 利用者は使用目的又は用途を変更しないこと。 

（４） 許認可が必要な業種で利用する場合は事業開始までに必要な許認可を取得する

こと。 

（５） 施設を毀損するおそれのある行為をしないこと。 

（６） 事業施設内では禁煙とすること。 

（７） 事業施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。 

（８） 利用を終了したとき又は、利用の承認を取り消され、若しくは利用の中止を命

ぜられたときは、施設等を速やかに現状に回復し、市の点検を受けること。 

（９） 利用者は施設の現状を変更し、又はこれに工作物を設置しないこと。 

（必要経費等の負担） 

第１７条 規則第２７条の規定に基づき利用者は事業施設について、必要経費又は有益

費を支出することがあっても、あらかじめ市長の承認を受けた場合を除いては、市は

その補償の責を負わないものとする。 

（利用の取消) 

第１８条 市長は、チャレンジショップ事業者が次の各号のいずれかに該当したとき

は、第６条第２項の規定による決定を取り消すことができる。 

（１） 申込書等に虚偽の記載があったとき。 

（２） チャレンジショップを申込書等に記載された事業以外の用途に利用したとき。 

（３） 前各号に掲げるもののほかこの要綱に定める事項に違反したとき。 

（調査等) 

第１９条 市長は、必要と認めるときは、チャレンジショップの運営状況について調査

し、又はその状況についてチャレンジショップ事業者に対し、報告を求めることがで

きる。 

（補則) 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 


